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下,のとおリー響嚇 主

^札

に付します。ホ案件は."争参加贅格■日のための工明●● (以下、「任明●●」という。)

の■出、入れ及び興

"を
■子

"違
システム(CEPS)で行う対象案件です.

1■争入れ に付する事項

(1)  契わ絆名

(2)  契

"内
富

(3)  晨行

"曖(4)  層行つ所

(5)  入軋方法

ピトー

"圧
テスター2●買入

仕様書のとおり
令和9年 2月 26曰

官の指定する場所
電子

"違
システム(cEPS)の利用ホ案件は、申

"●
●の提出、入札及び興

"を
電子口違システムで

行う対象案件である。原則として.当摯入札のま行において入札事行日量は2回を瞑度とする。なお、
当腋入社回数までに落札者が決定しないう合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定
に基づく随な契約には移行しない。また.電子●建システムにより難いをは、級入札参加輌、紙興約方
式承結口を提出し、積入社方式、縦契約方式にヽ えることができる。その他鮮細については.入れ観
明●による。

令和5年 12月 21晏

出会
臨 ■ 古杉 典弘

●

(1)予 算決算及び会計令第70条 に●当しない者に瞑る。ただし、未咸年を、技保佐人又は■補助人
であつて、実

"に
必要な同意を得ている者についてはこの限りではない.

(2)予 算決算及び会,十令第71条 に慎当しない者に限る。
(3)令和4・ 5・ 6年度年度口土交通省―艘競争参加資格(全省庁続―贅格)において、下記「奥詢の■

類」に応した何れかの等級に僣付けされ、10東・甲信越地域の麟●●加,格を有する者。また、
当餞都局において指名停上の■量を受け、檜名停止中の期間でないな。

令 和 6年 1月 23日

令 和 6年 1月 24日

2競争に

'加
する■に必要な賣格

3証明書等の提出期限、提出方法

5入札説明■の交付

"同
.交仕方法

④ 警嘉当局から晏力団■が実質的に饉告を支口する者又はこれに

'す
る者として国土交通省公共

事業●からの排除■
"が

あり当腋状書が離続している者でないこと。

「物品の販売」の A.B,CヌはD年崚

(肛明書●提出翔限)  令 和 6年 1月 11日 17時 00分
(提出方法)

・電子口違システムにより入れ,加する●合
以下の書目を電子口違システムにより提出すること。

(1)■■●(電子口違用)

(2),格
=奎

縮桑通知

`(電
子.紙入札共通)

・紙入れにより入札0カ,する:り合
以下の■蠣を下記4のな口に直接提出又は郵送により提出すること.

(ただし.事選の3合は配違肛男が薔

“

できるものでの事選に晨る)

(1)紙入札方式,加凛 (紙入札用)

(2)贅格喜奎結果通知●(電子.紙入札共■)

・肛明●等の■出方法に関する共通事項
以下の●蠣を下記12の意口に■出すること。

(1)仕様薇

“

申

"=
4興

"条
項等を示す●所 .契約

及び入れに口する国い合わせ先
東京3千代田区●が関2-1-3
海上保安庁お薔都政奏屎予算帆行

=理
室

"三
興詢係

03-3591-6361 (内 線 2841)

(入札晩明●●の交付期間)

令 和 5年 12月 21日  か ら  令 和 6年 1月 11日  ま で

(交仕方法)

入れ説明●●の交付は、当庁ホームベージの「■違情●」の「入札・落れ●の状況」からダウンロードす

ること.h●s://… .kano.■ It.g。 .p/。 pO/,。■■u/nyu8● 3uンr5● pan.ht嵐

また、事選で交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用対薇 (売先を明記する)並びに■■2∞ g

に見合う邸使料金に相当する邸使切手又は国際通信切手券を添付して上記4の係に申し込むこと。

6入れ,等の提出珀映

7開札の日時場所

8入れ保証金および契約保肛金

9入札の無効

分

分

∞
　
∞

時

時 海上保安庁入札菫

10壽札者の決定方法

11契約書作成の要否

免除

ホ公告に示した菫争|こ参加する者に必要な資格のない者のした入れ及び海上保安庁入札・兄夕を心

得,その他に関する条件に違反した入札は無効とする。

(1)海上保安庁入札・見積者心■●による。
(2)薔札者の決定に当たっては、入社●に記載された全●に当餞金額の10パーセントに相当する●

を加算した● (当餃奎額に1円未瀾の燿数があるときは、その蟷数を切り捨てた全壼)をもって
=札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る朦鶴事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見菫もった契約お菫金

“

の110分の100に相当する額を入札●に記彙すること.

姜(ただし、実詢全額が150万 円に満たない,合は省時することがある)

本桑藩は、契約手競|こかかる●Hの授受を電子

"違
システムで行う対魚彙薔である。なお、電子口違

システムによりがたいう合は、発注者の承縮凝 て紙興約方式に,えるものとする。

濤上保安庁装備
=術

部航空●屎
03-3591“361   〈坊上 内線4532)

以上公告する。

12仕様に関する間い合わせ先



入 札 説 明 書

(最低価格落札方式)

契約番号 :航契第 23039号
契約件名 : ビトー静圧テスター 2個買入

項 目及び構成

1 契約担当官等
2 調達内容
3 競争参加資格
4 入札参加 申込手続き
5 入札書及び関係書類の提出場所等
6 その他

別紙-1 入札書 (海上保安庁様式)

様式-1 紙入札方式参加願
様式-2 紙契約方式承諾願
様式-3 確認書 (電子入札参加申し込み用)

様式-4 電子証明書変更承諾申請書
様式-5 期間委任状
様式-6 都度委任状
別冊 契約書 (案 )

別冊 仕様書
別冊 仕様確認申請書



入 札 説 明 書

海上保安庁の調達契約に係わる人札公告  (令 和5年 12月 21日 付)  に基つ く入札につ

いては、会計法 (昭和22年法律第35号 )、 予算決算及び会計令 (昭 和22年勅令第 165号 )、 契約

事務取扱規則 (昭 和37年大蔵省令第52号 )等に定めるもののほか、この人札説明書によるものと
する。

契約担当官等
支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長 高杉 典弘

2 調達内容
,11 契約件名

ビ トー静圧テスター 2個買入
.21 契約内容

仕様書のとお り

131 履行期限

令和9年 2月 26日

14)履行場所

官の指定する場所
.5' 

仕様説明会の日時等

仕様説明会は実施 しない。
なお、仕様内容について質疑等がある場合は、下記へ連絡すること。

仕様書等に関する問い合わせ先
〒100-8976 東京都千代田区霞が関 2-1-3
海上保安庁装備技術部航空機課 坊上

03-3591-6361     (内 線4532)

16, 入札方法

原則として、当該入社の執行において入札執行回数は 2回を限度とする。

なお .当 該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決

算及び会計令第 99条の 2の 規定に基づく随意契約には移行 しない。

また、電子調達ンステムにより難い者は、発注者に紙入札方式参加願及び紙

契約方式承諾願を提出して紙入札方式、紙契約方式に代えるものとする.

落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行 う.

入札者は、一切の経費を含め契約金額を見積 もるものとする。

落札決定に当たっては、人札書に記載された金額に当該金額の 10%に
相当する額を加算 した金額 (当 該金額に 1円 未満の端数がある時は、そ

の端数金額を切 り捨てた金額 とする。)を もって落札価格 とするので、入

札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積 もった契約金額の 110分 の 100に 相当する金額を

記載 した入札書を提出 しなければらない。
入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧の うえ入札 しなければならない_

この場 合において入札説明書、仕様書等について疑義があるときは、入札

書受領の締め切 り前までに関係職員の説明を求めることができる。

人札保証金及び契約保証金  免 除

①
②

r)

.71



3 競争参加資格

(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者
は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

121 予算決算及び会計令第71条 の規定に該当しない者であること.

131以 下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後 2年を経過 していない者  (こ れを

代理人、支配人その他の使用人 として使用する者についてもまた同じ。 )

(ア )契約の履行に当た り故意に工事若 しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質

若 しくは数量に関しての不正の行為をした者

(イ )公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害 し若 しくは不正の利益を

得るために連合 した者
(ウ )落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(工 )監督又は検査の実施に当た り職員の執行を妨げた者
(オ )正 当な理由がなくて契約を履行 しなかった者
(力 )前各号のいずれかに該当する事実があった後2年 を経過 しない者を、契約の

履行に当た り、代理人、支配人その他の使用人として使用 した者

4)令 和4・ 5・ 6年度国土交通省競争参加資格 (全省庁統一資格審査)において 「物品の販売」 の

A.B, C又 はD等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であるこ

と.(た だし指名停止期間中にあるものは除く。 )

なお、競争参加資格を有しない者で当該入札に参加を希望する者は速やかに資格審査申請を

行 う必要があるので下記 5121へ 問い合わせることで

15)警 察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として国七交通省公

共事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。

4 入札参加申込手続き

111 申込方法
入札参加希望者は、4(5)の 各書類を各提出先に持参又は郵送すること。 (電子調達シス

テムにより提出するものは除く)

なお郵送にて提出する場合は、提出期限までに提出先に必着すること。 (郵 送の場合は、配

達証明が確認出来るものに限る)

また、代表者から委任を受 |サ ている者 (以 下 「受任者」 という)が入札を行 う場合は期間委

任状 (様 式 5)又は都度委任状 (様 式 6)を入札参加手続きまでに提出する (当 該委任に係る

′ 委任者及び受任者が同 じであり、かつ委任事項に変更がない限 り、あらかじめ入札等に関する

委任状を提出することにより、当該年度に限 り、委任状をその都度提出することを省略するこ

とができる。この場合において、特定の人札等に関してのみこれ と異なる代理人を選任 して委

任することは認めない.).

期間委任状について
a 入札、見積についての権限及び契約締結についての権限が委任されていなければならな

い .

b 電子入札においては、復代理は認めない。

c 委任期間は当該年度内を限度とする。

d 代表者及び受任者の記名・押印された委任状 (書面)の提出とする。

c 原則 として期間委任状の委任期間中の都度委任状の提出は認めない。



12, 電子調達ンステムによる証明書等の送信方法

電子調達ンステムによる入札参加の申込みを行 う場合の使用アプ リケーション及びバーショ

ンの指定及び、保存するファイルの形式は次のいずれかとする。

13 ファイル圧縮方法の指定
ファイルを圧縮 して送信する場合は.LZH又はZIP形式とする。 (自 己解凍方式は不可)

t41 フアイル容量が大きく電子調達ンステムにより証明書等を送信できない場 合証明書等のファ

イル容量が10MBを 超える場合には、電子調達システムによる入札参加中し込みに必要な 「確認

書」及び 「資格審査結果通知書 (写 )」 のみを、 1つのファイル として (例 えばPDF形 式の

ファイル)ま とめたものを、電 子調達ンステムから送信 し、それ以外の証明書等については、

直接 512)の契約係担当者に手渡す こと。
直接手渡すことができない場合は、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平

成 14年法律第99号)第 2条第 6項に規定する一般信書便事業者若 しくは同条第 9項に規定する

特定信書便事業者による同条第 2項に規定する信書便 (以 下 「郵送等」とヽヽ う.)に よる提出

をすることが出来る. この場合、事前に 512,にその旨を連絡すること。

なお、参加資格確認後は、入札参加申込者に対 して電子調達システムにより通知又は確認通

知書を送付する.

151 証明書等の提出期限   令和6年 1月 11日    17時 00分

各提出書類の提出先は次のとお りです。

○電 子調達ンステムにより入札参加する場合

・確認書 (電 子入札用)(電子調達システムにより提出)

・資格審査結果通知書 (写)(電 子調達システムにより提出)

・仕様確認申請書 (提出先上記2(5))

○紙入札により入札参加する場合
・紙入札方式参加願 (紙 入札用)(提 出先下記5(2)
・資格審査結果通知書 (写)(提 出先下記5(2))
・仕様確認申請書 (提出先上記2(5))

16)証明書等審査結果の通知
4(1)に より提出された証明書等の審査結果を、

達ンステム又は文書等により通知十る。

保存するファイル形式番号 使用アプ リケ~ン ヨン

一太郎 Pro3形 式以下の もの

Itli c rosoft \4or:d Word2016形 式以 下のもの

Exce12016形 式以下の ものMicrosoft Excel

PDFフ ァイル

画像ファイル(JPEG形式及びGIF形 式 )

L記に加え特別に認めたファイル形式
その他のアプ リケー ンコン

令和 6年 1月 16日 までに電子調



※ 電子調達ンステム又は紙入札方式参加願による入札参加申込手続きをとらなかった場合は、入

札に参加できないので注意すること。

※  人札参加 申込手続 き後に辞退す る場合は、開札 日までに 「人札辞退書」を 512,へ提 出す るこ

と。
なお、入札辞退書等は下記ア ドレスにて公開 しているのでダ ウンロー ドして提出す る こと。

http:/′ Iww.kaiho.mlit.go.」 p/ope/tyoutatu/youshlkitou.html

5 入札書及び関係書類の提出場所等

11, 人札書は電子調達システムにより提出すること。
ただし、発注者に紙入札方式参加願を提出した場合は紙により提出すること

電子調達ンステムのURL及 び問い合わせ先

政府電子調達システム   https://ww.geps.gO.jp/
電子調達システムヘルプデ スク  TEL 0570-014-889

12)人札書等の提出場所及び契約条項を示す場所及び問い合わせ先

東京都千代田区霞が関 2-1-3
海上保安庁総務部政務課予算執行管理室第二契約係 井上 波美

Ъ■03-3591-6361     内潮泉2841

13)入札説明書 (仕様書等添付)の交付期間

令和5年■2月 21日  から  令和6年 1月 11日 ま で

14, 人札書の提 出期限

Ⅲ禾口6年 1月 23日 17時 00分

15) 人札書の提出方法

E 電子調達システムによる場合

ア 人札書の様式は、電子調達ンステムによるものとする。

イ 入札書等の記載事項

a 契約件名は、定められた件名を記載するものとする.

b 入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札 しなければならない。

c 入札書等は、電子調達システムの入力画面上において作成するものとする。

(電子認証書を取得 している者であること。 )

※ 契約後に輸入当時の実績額を証明した書類により速やかに精算するものとする。

人札書等の提出

a 入札書等は、電子調達システムにより、当該入札公告 した期限までに到達するよ

うに提出しなければならない。

b 電子入札に利用することができる電子証明書は、資格審査結果通知書に記人され

ている者 (以 下 「代表者」という.)又 は代表者から入札・見積権限及び契約権限

について期間委任により委任をうけた者の電子証明書に限る。

② 紙による入札の場合
ア  入札書の様式は、別紙 -1に よるものとする。

イ 入札書等の記載事項

a 契約件名は、定められた件名を但 しがきのあとに記載するものと十る。

b 入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札 しなければならない。

c 入札書に記載する日付は、入札書を提出する日とする。

d 入札書には、人札者の住所及び氏名を記載 し、押印 (法 人にあつては、所在地、

法人名及び代表者の氏名を記載)し なければならない。
入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示 し、かつ、人札書の余自に本件責

任者及び担当者の氏名・連絡先を記載すること.

ウ

d _回笙範ヨ」壁22L聖担塾二坐工ニニ霊査猛.粗屁型量壺M」ZZ輩樫塵立二上
il二上L!:□ :割1壁:豊!Zi」

―



受任者 (以 下 f代理人」という)が入札を行 う場合は、代理人の住所、氏名 (法

人にあっては、所在地、法人名及び代理人の役職、氏名)を記載 し、代理人の印鑑

を押印 しなければならない_以下、記載例による。
【記載例】

海保株式会社 代表取締役 (社長) 〇〇 〇〇 代理

東京都千代田区霞ヶ関 2-1-3
海保株式会社 東京支店 (又 は〇〇部)

支店長 (又 は00部 長)〇〇 〇〇 印

r

※ 契約後に輸入当時の実績額を証明 した書類により速やかに精算するものとする。

ウ 入札書等の提出

a 入札書は、別紙の様式にて作成 し、封筒に入れ、かつ、その封皮 |こ
「法人名等及

び契約件名、開札年 月日、 「入札書在中」」を朱書するV,の とする ,

b電報 .フ ァクシミリ、電話その他の方法による人札は認めない。

c入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取 り消 しをすることができな

い 。

郵送により提出する場合

支出負担行為担当官等あて郵送 (書留郵便又は民間事業者による信書の伝達に関する

法律 (平成 14年法律第99号)第 2条第 6項に規定する一般信書便事業者若 しくは同条第

9項に規定する特定信書便事業者 (以 下
「一般信書便事業者等」とい う。)の提供する

同条第 2項に規定する信書便 (以 下 「信書便」という。)の役務の うち、書留郵便に準

ずるものとして一般信書便事業者等おいて当該信書物 (同 法第 2条第 3項に規定する信

書便物をい う。)の引き受け及び配蓬記録をした信書便。)にすることができる。

郵送する場合においては、二重封筒とし、表封筒には 「入札書在中」の旨を記載 し、中

封筒に入札書を入れ、かつ、その封皮に 「法人名等及び契約件名、開札年月日、 「人札

書在中」」を朱書するものとする.ただ し、入札書の提出期限までに到達するように提

出しなければならない。

ユ
=

ユニ

オ

カ

キ

ク

ケ

16)入札の無効

①  本人札説明書に示 した競争参加資格のない者、入札条件に違反 した者又は入札者に求め
られる義務を履行 しなかった者の提出した入札及び次の各号の 1に該当する入札は無効と
する。

ア  委任状が提出されていない代理人の した入札
イ 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付又は提供 しない者の した入札

ウ 記名押印 (外国人又は外国法人にあつては、本人又は代表者の署名をもって代えるこ
とができる。)を欠く入札。 (た だし、押印省略の場合で、人札書の余自に本件責任者
及び担当者の氏名・連絡先が記載のない入札も無効 とする。 )

金額を訂正 した入札

誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札
公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱 し、若 しくは不正の利益を得るため

に連 合した者の入札

同 ―事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以」iの 代理をした者の入札

競争参加資格の確認のための書類などを添付することとされた入札にあっては、提出
された書類が審査の結果採用されなかつた入札
競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、海上保安庁次長から指名停

止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札

2 電子入札参加者は、電子証明書を不正使用等 してはならない。
不正使用等 した場合には当該電子入札参加者の入札への参加を詔めないことがある。
なお、当該入札に関 し入札権限のある他の電子証明書に変更 しようとするときは、電子

証明書変更承諾申請書 (様式 4)を提出すること
,

また、電子証明書変更承諾申請書には変更後の電子証明書の企業情報登録画面を印刷 し
たものを添付すること。
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17, 入札の延期等
入札者が相連合 し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行すること

ができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加 させず、若 しくは入

札の執行を延期 し、又はこれを取 り止めることがある。

18)開 札の日時及び場所

日時 :令和6年 1月 24日  10時30分

場所 :海上保安庁入札室

19)開札

C 電子調達ンステムによる場合
ア  開札及び開披 (以 下「開札等」という。)は、人札等執行事務に関係のない職員を立

ち会わせてこれを行 う。

イ 開札等をした場合において、入札金額の うち予定価格の制限に達 した価格の入札がな

いときは、原則 として引続き再度入札を行 う。
ただ し、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定す

る日時に再度入札を行 う_

② 紙による場合
ア  開札等は、原則として、入札者又はその代理人が出席して行 うものとする.

この場合において、入札者等が立ち会わないときは、入札等執行事務に関係のない職

員を立ち会わせてこれを行う。

開札等をした場合において、入札金額の うち予定価格の制限に達 した価格の入札がな

いときは、原則 として引続き再度入札を行 う,

ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定す

る日時に再度入札を行 う

イ

なお、外瞥建によ の 場 合 | 採 用す る権算 レー トは.審杏 実 商ヽ去ロロ寺| 添 付 す る入ホl.

2L磐室1医壁ヒ
=二=L重

量1:」ビニ∠)と 墜

0 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応
じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書等を提示しなければならない.

E 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。

3 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事
情があると認 めた場合のほか、開札場を退場す ることができない。

6 その他
111 契約手続 |こ使用する言語及び通貨 日本語及び 日本国通貨

121 入札者に要求される事項

入札者等は、入札公告等で定められた要件を証明した書類を指定した期限までに提出 しなけ

ればならない。
また、開札 日の前 日までの間において、契約担当官等から当該書類に関 し説明を求められた

場合には、それに応 じなければならない。

_二畳 主 _■董豊上上る込■0場全L臨■1セ1基豊と:二旦」堕塾讃雄退ゴ蜘■_E2租:」:4
左艶鶴 Lヒニ基赳塾 五上2日る_



131 落札者の決定方法

C 本人札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説
明書 3の競争参加資格及び仕様を満たすことの出来ることの要求要件をすべて満たし、当
該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条 の規定に基づいて作成された予定価格の

制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする.

ただし、落札者 となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適

合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者 との契約を締結するこ

とが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著 しく不適当であると認められる

ときは、予定価格の制限の範囲内をもって入札した者を落札者とすることがある.

2 電子調達ンステムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装 してい

る.電子 くじを行 うには、人札者が任意で設定 した000～ 999の 数字が必要になるので、電

子入札事業者は、電子調達ンステムで電子くじ番号を入力し、紙入札事業者は、紙入札方

式参加願に記載するものとする.

落札者 となるべき同価格の入札をした者が 2人以上あり、くじにより落札者の決定を行

うこととなった場合には、以下のとお り行 うものとする。

ア  同価格の入札をした者が電子人札事業者のみの場合

電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子 くじを実施の うえ、落札者を決定

するものとする。

イ  同価格の入札をした者が電子入札事業者 と紙入札事業者が混在する場 合電子人札事業

者が入力 した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に 記載 した電子くじ

番号を元に電子 くじを実施の うえ落札者を決定するものとする。

同価格の入札をした者が紙入札事業者のみの場合

その場で紙 くじ (又 は電子 くじ)を実施の うえ落札者を決定するものとする。

.3 契約担当官等は、落札者を決定したときは、その翌日から7日 以内にその旨を落札者と

されなかった入札者に電子調達ンステム又は書面により通知する。
ただ し、開札 に立ち会った参加者 |こ ついては、書面による通知 を省略す る。

1 契約書の作成 (ただし、契約金額が150万 円に満たない場合は省略することがある)

E 競争入札を執行 し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすもの

とする。

②  契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が

書の案に記名押印 し、さらに契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記

印するものとする.

記②の場合において契約担当官等が記名押印 したときは、当該契約書の 1通 を契約の

方に送付するものとする。

約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印 しなければ、本契約は確定 しな

いものとする。

C  「電子調達システム」 |こ よる電子契約を行 う場合.電子調達ンステムで定める手続に従
い、契約書を作成 しなければならない.なお、電子調達システムによりがたい場合は、発

注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
紙契約方式の手続をする場合は、紙契約方式承諾願 (電子、紙入札共通)を落札決定後

に上記5(2)へ提出すること。
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15, 電子入札参加者側の障害により入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の基準及び

取扱い

電子入札参加者側の障害により電子入札ができない旨の申告があった場合は、障害の内容と

復旧の可否について調査確認を行 うものとする

す ぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則 として複数
の電 子入札参加者が参加できない場合には.入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更

(延 長)を行 うことができるものとする.

①天災

②広域 。地域的停電
Oプロバイダ、通信事業者に起因する通信障害
Cそ の他、時間延長が妥当であると認められた場合
(た だし.電子証明書の紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認

められる場合を除く)

変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、その旨を十へての電子入札参

加者に電話等で連絡するものとし、開札同時が決定した場合には、その旨を全ての電子入札参

加者に電話等で連絡するものとする.

161 発注者側の障害により電 子入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の取扱い

発注者側の障害が発生 した場合は、電子調達ンステム運用主管組織 (総務省 )と 協議 し、障

害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切 予定時間及び開札 i定時間の変更 (延

長)を行い.障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする.

障害復旧の見込みがあるが、変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、

その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとし、開札 日時が決定 した場合には、

その旨を全ての電子人札参加者に電話等で連絡するものとする。

17)支払条件は履行完了後、一括払いとする。

※整備物品を輸入品として取 り扱 う場合 (国 内販売品ではない場 合)は、当初契約金額に

対 して輸入実績額に基つく精算が伴 う.

18)上 記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知かつ.遵守すべき事

項は、 「海上保安庁入札・見積者心得」によるものとする。
https:フ ァwww kaihO.mlit.g。 .Jp'Opo/tyoutatu/tyoutatu.html

19)人 札者は、入札後、この入札説明書、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立て

ることはできない。

110) 責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイ ドライン (令 和 4年 9月 13日
ビジ不スと人権に関する行動計画の実施に係 る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえ

て人権尊重に取 り組むよう務めること。



別紙様式 1-1

入 本L書

―金

ただ し  ピ トー静圧テ スター 2個買入

入札・見積者心得及び入札説明書等を承諾の上、入札 します。

令和   年   月   日

住   所

商号又は名称

代表者氏名

支出負担行為担当官
海上保安庁総務部長 殿

※以 下は押印を省略す る場合のみ記載す ること。

(連絡先は 2以上記載す ること)

本件責任者 (会社名・部署名・ 氏名):

担当者 (会社名・部署名・氏名 )

連絡先 1:

連絡先 2

(注 )1.用 紙の寸法は、日本産業規格A列 4判とする。

2.金額は「アラビア」数字で記入する。



様式-1 ( 航契第 23039号  )

紙入札方式参加願

1.発注件名  ピトー静圧テスター 2個買入

L記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため

紙入札方式での参加をいたします。

令和 年 月 日

資格審査登録番号 (業者コー ド)

企業名称

企業郵便番号

企業住所

代表者氏名

代表者役職

電子 くじ番号

(連絡先 )

電話番号

メールア ドレス

入札者

住  所

企業名称

氏  名

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は 2以 11記載すること)

本件責任者 (会社名・部署名・氏名):

担当者 (会社名・部署名・氏名):

連絡先 1:

連絡先 2:

支出負担行為担当官
海上保安庁総務部長 殿

※ 1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若 しくは委任を受けている場合は

その者が記載、押印する。

2 電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000～ 999の任意の

3桁の数字を記載する。



様式-2 ( 航契第 23039号  )

1.件 名

紙契約方式承諾願

ピトー静圧テスター 2個買入

L記の案件は、電子調達システムを利用しての契約ができないため、

紙契約方式での手続きをいた します。

住     所

商 号 又は 名 称

代 表 者 氏 名

令和 年 月 日

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は 2以上記載すること)

本件責任者 (会社名・部署名・氏名):

担当者 (会社名・部署名・氏名):

連絡先 1:

連絡先 2:

支出負担行為担当官
海 L保安庁総務部長 殿



(様 式-3)一般競争入札方式

〇宛   先:海上保安庁 総務部攻務課 予算執行管理室 契約係

確 認 書

件 名 :ピ トー静圧テスター2個 買入

本案件については.「電子入札方式」により参加します
.

令和 年  月 日

会 社 名 等

名

者

署

認

部

確

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること.

(連絡先は2以 上記載すること)

本件責任者 (会 社名・部署名・氏名):

担当者 (会社名・部署名・氏名):

連絡先1:

連絡先2:

電子入札方式により参加する方 は.本 入札に使用する電子証明書の番号を記入してください_

【電子証明書の番号】「シリアルナンバー (SN)」 、「ID」 などの項目に続く

10数桁の数字・英字(例 :11桁 .16桁 )

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ l■l

【取得者名】

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

(左 つめで記入.「 スヘース」分も左詰めで記入。枠不足の際は.追加してください。)

* 今回限十 1´ た 卜記の雷 子 言IT明 妻 以 外 々 以 終 ι お
~ヽ伸

用1′―場 合 「無 効 |
入ホ|ルの F/、

‐レボカ、りま―:~

*1=に 記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。

紙入札方式での参加を希望する方 は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。

(担 当者連絡先 )

電話番号 :

メー′レアドレス
:



様式-4

1.発注件名 :

電子証明書変更承諾中請書

画 耐 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ■ ■

2 の

3.変 更理 由
上記案件について.電子調達ンステムにより入|し に参加することとしていますが、使用している電子証明書について

L記理由により開|し までの間に使用できなくなることから.電子証明書の変更を承諾されたく申請します。

住所

氏名

※以下は押印を省略する場合の4記載すること̀

(連絡先は2以 上記載すること)

本件責任者 (会社名・部署名・氏名):

担当者 (会社名・部署名・氏名):

連絡先 1:

連絡先2:

支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長 殿

上記については承諾します。

殿

令和  年  月 日

支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長



入札参加者は、入札手続きの開始以降、使用していた電子証明書について、電子証明書発行機関の電子証

明書の利用に関する規約 上の失効事由が生じた場合又は有効期限の満了により開札までの間に使用すること

ができなくなることが確実な場合において、当該入札に関し入札権限のある他の電子証明書に変更しようとする

ときは、発注者に電子証明書変更承認申請書 (様 式4)を提出するものとする.こ の場合において、電 子。i[明 書

変更承諾申請 書には、変更後の電子証明書の企業情報登録画面を印刷したものを添付することとする.

発注者 (海上保安庁)は、変更後の電子証明書に関して入札権限等に問題がないことが確認できる場合につ

いての ‐́変更を承証 ます。



様式 5

受任者

住 所

氏 名

使用印

私は L記の者を代理人と定め

下記の権限を委任 します。

委任事項

期 間 委 任 状

委任期間   年 月 日から

年  月 日まで

年  月  日

委任者 住所

商号又は名称

代表者氏名

支出負担行為担当官
海上保安庁総務部長 殿

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。契約締結について委任する場合は押印省略不可。

(連絡先は2以上記載すること)

本件責任者 (会社名・部署名・氏名 ):

担当者 (会社名・部署名・氏名 ):

連絡先 1:

連絡先2:



様式 6

受任者

住 所

都 度 委 任 状

氏 名

使用印

私は上記の者を代理人と定め
「件名 :ビ トー静圧テスター 2個買入 」に関する下記の権限を委任 します。

委任事項

年  月 日

委任者 住所

商号又は名称

代表者氏名

支出負担行為担当官
海上保安庁総務部長 殿

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。契約締結について委任する場合は押印省略不可.

(連絡先は2以上記載すること)

本件責任者 (会社名・部署名・氏名):

担当者 (会社名・部署名・氏名):

連絡先1:

連絡先2:



ハ
¬ 和 5 年 度

航 契 第 23039号

物 売 買 契 約 書口

口口



物 品 売 買 契 約 書

1.契  約 物 品  ピトー静圧テスター 2個買入

2.契 約 金 額  金 円

うち取引に係 る消費税額及び地方消費税額

3

4

金 |]

内   訳

納 入 期 限    令和 9年 2月 26に1(た だ し、納入にあっては令和 8年度 とする。)

納 入 場 所 官の指定す る場所

5.契 約 保 証 金    免除

卜記物品の売買について、発注者 支出負担行為担当官 海 L保安庁総務部長 高杉 典弘 は、

受注者 ●● と、次の条件により売買契約を締結する。

品    名 規   格 単 位 数 量 単  価 合  価 摘 要

別紙内訳のとお り



(総  則)

第 1条 受注者は、別紙仕様書、図面又は備付見本 (以 下「仕様書等」という。)に 基づき、頭書の契約物品 (以 下「物品」という。)を納人期限まで

に、納入場所に納入するものとし、発注者は、これに対 し、受注者に代金を支払 うものとする。

(仕様書等の解釈)

第 2条 物品に関する仕様書等について疑義を生じたときは、すべて発注者の解釈によるものとする。

(権利義務の譲渡等)

第 3条 受注者は、発注者の書面による承認を得た場合を除くほか、次に掲げる行為をしてはならないものとする。

(1)こ の契約の全部又は大部分の履行を第・ 者に委任すること。

(2)こ の契約により生ずる権利若 しくは義務を第
~1者

に譲渡 し、又は承継 させること。

(設備等の調査 )

第 4条 発注者は、必要 と認めるときは、職 員を派遣 し、受注者の設備、物品の製造過程その他契約履行の状況を調査することができるものとする。

この場合において、受注者は、発注者又は当該職員の指示に従わなければならない。

(代理人等の変更)

第 5条 発注者は、受注者の代理人、使用人又は労務者の うち著 しく不適当と認められ るものがあるときは、受注者に対 し、その事由を明示 してその

変更を求めることができる。

(物価変動等による契約金額の変更)

第 6条 物価変動その他 予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変等により、契約金額が著 しく不適当であると認められるに至った場合は、

発注者受注者協議 して、契約金額を変更することができるものとする。



(納人期限の変更等 )

第 7条 発注者は、その都合により納入期限又は納入場所を変更することができるものとする。

2 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、発注者受注者協議 して、その金額を増減するものとする。

(納入の通知及び検査 )

第 8条 受注者は、物品を納入するときは、納品書をもってその旨を発注者に通知するもの とする。ただ し、物品の納入場所が海 L保安庁の所在地以

外の場所 (以 下 「隔地」 とい う。)で ある場合は、この限 りでない。

2 受注者は、前項ただ し書の場合においては、納入のため物品を隔地の納入場所に向けて発送 したときは、直ちに、その旨を納入場所の発注者があ

らか じめ指定す る職員その他の貞任者に通知するもの とする。

第 9条 発注者は、前条第 1項の納入の通知を受けた ときは、納入場所において検査を行 うもの とする。

2 受注者は、納人場所が隔地である場合は、原料又は材料の配合、物品の性能等について検査を必要 とする場合その他特別の事情がある場合には、

発注者があらか じめ指示す るところに従い、物品の納入又は発送前その他適当な時期に検査申請書をもって必要な検査を発注者に請求するものとし、

発注者は、物品の所在地その他適 当な場所で検査を行 うもの とする。

3 発注者は、前項の検杏を した物品については、第 1項の検査の 一部を省略することがあるもの とす る。

4 発注者は、第 1項及び第 2項の検査については、検査を行 うべ きことを命 じた職員 (以 下 1検査職 員」 とい う。)に より、納入の通知又は検査の

請求を受理 した 日 (こ れ らの「1以降において受注者が検査をなすべき日を指定 した ときは、その 日)か ら 10日 以内 (以 ド
「
検査期間」とい う。)

に、仕様書等に指定 した方法その他発注者の適 当と認める方法によりこれを行 うもの とする。ただ し、天災地変その他やむを得ない事由により検査

をすることができない期間は、検査期間に算人 しないもの とする。

5 発注者は、検査職員を命 じたときは、その官職、氏名及び検査時期を受注者に通知す るもの とす る。

6 受注者は、第 2項の検査に立ち会 うもの とする。この場合において、受注者が 立ち会わない ときは、発注者は、単独で検査を行い、その結果を受

注者に通知す るものとし、受注者は、これに対 して不服を述べることができない。

7 受注者は、隔地の納人場所に物品が到着 したときは、物品の数量及び運送によって生 じた事故の有無について、納入場所における当該責任者の証

明を受け、これを発注者に提出す るもの とする。この場合において、発注者は、受注者が物品到着後直ちに証明を受けることができるように措置を

す るもの とし、又この提出 した証明を認確することによって第 1項の検査に代えるもの とする。



8 物品の検査場所への運搬その他検査に要する費用及び検査のため通常生ずる変質、変形、消耗、破損等による損失は、受注者の負担とする。

(引 渡物品の引渡)

第 9条の2 発注者より受注者′ヽ引渡す物品は、受注者からの納入物品受領後、評価当時の現状有姿のまま引渡場所において引渡すものとし、受注者

は、直ちにこれを検査のうえ引き取るものとする。

2 前項の交換が終「 した後において、発注者の引渡物品に本契約の内容に適合しないもの (契約不適合)を 発見 しても、受注者は、異論を申し立て

ないものとする。

(所有権の移転 )

第 10条 物品の所有権は、次項の場合を除き、納入場所において、発注者が物品を合格品と認め数量の確認を終ったとき、受注者から発注者に移る

ものとする。

2 隔地を納入場所とした物品の所有権は、納入場所において、前条第 7項の責任者が同項の証明のための調査を終 り、異状のないことを確認 したと

きから、合格物品についてのみ受注者から発注者に移るものとする。

3 物品の性質上必要な容器、包装等は、発注者の所得とする。

4 削除

(値引受領)

第 11条 発注者は、物品に多少不備な点があっても、契約 した目的を達するうえに支障がないと認めるときは、契約金額を相当額値引きして、これ

を受領することがあるものとする。

(代品納入 )

第 12条 受注者は、第 9条の規定による検査に合格 しない物品があるときは、直ちに、その代品を納入す るもの とする。

2 この契約の条項は、前項の代品の納入について準用する。



(不合格品等の措置)

第 13条 受注者は、発注者から物品の不合格又は過納の通知を受けたときは、遅滞なく不合格又は過納の物品を引き取るものとする。

2 発注者は、前項の場合において、相当期間内に受注者が不合格又は過納の物品を引き取らないときは、受注者の負担において、当該物品を他の場

所に移 し、又は第二者に保管を委託することができる。

(代金の支払 )

第 14条 発注者は、受注者が履行完 r後提出する適法な支払請求書を受理 した 日から30日 以内 (以下 「約定期間」 とい う。)に 、海 [:保安庁にお

いて、その代金を受注者に支払 うものとす る。

2 発注者は、受注者か ら支払請求書を受理 した後、その請求書の内容の全部又は ―部が不当であることを発見 したときは、その事由を明示 して、こ

れ を受注者に返付す るもの とする。この場合においては、その請求書を返付 した日から発注者が受注者の是正 した支払請求 書を受理 した日までの期

間は、約定期間に算入 しないもの とす る。ただ し、その請求書の内容の不当が受注者の故意 又は重大な過失によるものであるときは、適法な支払請

求書の提出がなかった もの とし、受注者の是正 した支払請求書を受理 した 日か ら約定期間を計算するものとす る。

(遅延利息)

第 15条  発注者は、約定期間内に代金を支払わないときは、受注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。

2 遅延利息の額は、約定期間満 rの 日の翌日から支払をする日までの日数に応 じ、年 2.5パーセン トとする。ただ し、受注者が代金の受領を遅滞

した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算人せず又は
'I望

延利息を支払 う日数に計算しないものとす

る。

3 前項の規定により計算 した遅延利息の額が 100円未満であるときは、遅延利息を支払 うことを要せず、その額に 100円未満の端数があるとき

は、その端数を切 り捨てるものとする。

4 発注者が検査期間内に検査を終了しないときは、検査期間満了の日の翌日から検査を終了した日までの日数は、約定期間の日数から差し引くもの

とし、又検査の遅延 した日数が約定期間の [l数 を超える場合は、約定期間は満了したものとみな し、発注者は、その超える日数に応 じ、前 3項の例

に準じて計算 した金額を受注者に支払 うものとする。



(納 入期限の延伸)

第 16条 受注者は、納入期限までに物品を納入することができないときは、あらか じめ遅滞の理由及び納入可能期 日を明示 して、発注者に納人期限

の延伸の承認を求めなければならない。

2 発注者は、前項の請求に対 し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。ただし、遅滞が天災地変その他受注者の責めに帰するこ

とのできない事由に基づく場合のほか、遅滞金を徴収する。

(遅滞金)

第 17条 前条第 2項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の納入期限満 子の日の翌日から物品納入の日までの日数に応 じ、当該納入物品の契約金

額の年 3パーセン トに相当する金額 とする。ただし、その総額が契約金額の 10分の 1を超ぇる場合は、その超過額は遅滞金に算入 しないものとす

ス

2 前項の遅滞日数の計算については、発注者が第 8条第 1項の納入の通知又は第 9条第 2項の検査の請求を受理 した日 (こ れらの日以後において受

注者が検査をなすべき日を指定したときはその日)の翌 日から検査終 rの 日 (不合格品については、不合格通知の日)ま での日数は、これを遅滞日

数に算入 しないものとする。

(危険負担 )

第 18条 物品の所有権が移転す る以前に生 じた物品の亡失、変質、変形、消耗、破損等による損失は、すべて受注者の負担 とする。ただ し、発注者

の故意又は重大な過失による場合は、この限 りでない。

(契約不適合責任 )

第 19条 受注者は、物品の所有権移転後 1年 (物品が発注者の建造する航空機に装備 されるべきものである場合は、物品の引渡しの ||か ら物品を装

備 した航空機を発注者が引渡 しを受けた後 1年を経過する [|ま で間)以内に、その物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの

(以 ド「契約不適合」とい う。)であることが発見されたときは、発注者 (航 4=機の配属先の管区本部長を含む。)の請求により、同種の良品と引き

換え、若 しくは修理 (物品の引取 り、引渡期間を含め3011以内に修理完 rするものに限る。)を し、又は発注者の算定した時価相当額をもってそ

の損失額を弁償するものとする。

2 前項の期間は、契約不適合が行政庁の検査を受検するとき以外に発見できないものであるときは、物品を装備 した航空機を発注者が引渡 しを受け



た後 1年以上 1年 十を経過する日までの範囲内において最初の検査終
「

の時までとする。

3 第 1項の期間は、契約不適合が行政庁の検査を受検するとき以外に発見できないものであるときは、物品の引渡しの日から物品を装備 した航空機

を発注者が引渡しを受けた後 1年以 Ll年半を経過する日までの範囲内において最初の検査終了の時までとする。

(契約の解除 )

第 20条 下記各号の ‐に該当するときは、発注者は、この契約の全部又は一部を解除することができる。

一 受注者から解約の申出があったとき。

二 受注者が納入期限までに物品を納入 しないとき又は納入期限までに物品を納入する見込みがないことが明らかなとき。

二 物品が不合格となったとき。 (納人期限前に物品が不合格となり納入期限内に合格品の納入の見込みがない場合を含む。)

四 この契約の履行について、受注者又はその代理人若しくは使用人等に不正の行為があったとき又はこれらの者が発注者の行う調査若 しくは検

査を妨げ、若 しくは妨げようとしたとき。

工 受注者が第 3条の規定に違反 したとき。

六 前各号のほか受注者が契約に違反 し、そのため発注者が契約の目的を達することができないとき。

七 受注者が破産の宣告を受け、又は居所不明となったとき。

2 前項第 一号から第六号までの場合において、受注者は違約金として、契約解除金額に対する 10分の 1に相当する金額を発注者に支払わなければ

ならない。ただし、第一号から第二号の場合において、受注者の責に帰することのできない事由があるときは、この限りではない。

3 受注者 (受 注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同 じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、

この契約を解除することができる。

一 役員等 (受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若 しくは常時契約を締結する事務所の代表

者をいう。以 ドこの条において1司 じ。)が 、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成 3年法律第 7七号。以下「暴力団対策法」

とい う。)第 2条第六摯に規定する暴力団員 (以 下「暴力団員」という。)であると認められるとき。

二 暴力団 (暴力団対策法第 2条第
~号

に規定する暴力団をいう。以下同 じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

三 役員等が、自己、自社若しくは第 ■者の不正の利益を図る目的又は第二者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力|」員を利用するなどし

たと認められるとき。

四 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給 し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若し



第 21条 発注者は、前条に定める場合のほか、自己の都合により契約の全部又は 一部を解除することができる。この場合において、受注者に損害が

生 じ解約後 30日 以内に請求があるときは、発注者は、その損害を賠償するものとする。

2 前項の損害額は、発注者受注者協議 して定めるものとする。

(相 殺等)

第 22条  この契約により発注者が受注者から取得すべき遅滞金、違約金等の金額がある場合において、発注者が当該金額と相殺することができる債

務を受注者に対 し有するときは、これを相殺するものとする。

2 前項の規定により相殺を行っても、なお発注者において収得金がある場合又は発注者が遅滞金、違約金等を徴収する場合において、受注者が発注

者の指定する相当の限期までにこれ らの金額を支払わないときは、受注者は、発注者に対 し、遅延利息を支払わなければならない。ただし、当該収

得金、遅滞金又は違約金が 1, 000円未満の場合は、この限 りでない。

3 第 15条第 2項及び第 3項の規定は、前項の遅延利息について準用する。この場合において、同条第 2項中「年 2.5パーセン ト」とあるのは「年

3パーセン ト」と、1司項ただし書中 「受注者」とあるのは、「発注者」と、第 3項中 「100円 」とあるのは 「1円」と読み替えるものとする。

(談合等不正行為があった場合の違約金等 )

第 23条  受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当 したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額 (こ の契約締結後、契約金額の変

くは関与していると認められるとき。

五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有 していると認められるとき

六 F請契約その他の契約に当たり、その相手方が第一号から第 二号までのいずれかに該当することを知 りながら、当該者 と契約を締結 したと認め

られるとき

七 受注者が、第 号́から第7i号までのいずれかに該当する者を ド請契約その他の契約の相手方としていた場合 (第六号に該当する場合を除く。)

に、発注者が受注者に対 して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

4 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の 10分の 1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内

に支払わなければならない。ただし、第 1項第 ―号から第 二号までの場合において、受注者の責めに帰することのできない事由があるときは、この

限りでない。



更があった場合には、変更後の契約金額)の 10分の 1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁 I卜 及び公正取引の確保に関する法律 (昭和 22年法律第 5四 号。以 ド「独占禁止法」という。)第 3条の

規定に違反 し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8条第一号の規定に違反 したことにより、公正取引委員会が受注者に対

し、独占禁止法第 7条の 2第 1項 (独 占禁止法第 8条の 3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令 (以 下「納付命令」

とい う。)を行い、当該納付命令が確定 したとき (確定 した当該納付命令が独占禁止法第 63条第 2項の規定により取 り消された場合を合む。)

二 納付命令又は独占禁止法第 7条若 しくは第 8条の 2の規定に基づく排除措置命令 (こ れらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者

団体 (以 下「受注者等」とい う。に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定 したものをいい、受注者等に対 して行われていないとき

は、各名宛人に対する命令すべてが確定 した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第 3条

又は第 8条第 ・号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき,

三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第 3条又は第 8条第 一号の規定に違反する行為があったとされた期間

及び当該違反する行為の対象 となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間 (こ れらの命令に係る事件について、公正取引委員

会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定 したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除

く。)に 人本L(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

四 この契約に関し、受注者 (法人にあつては、その役員又は使用人を含む。)の刑法 (明 治 40年法律第 4五号)第 96条の 6又は独占禁止法第 89

条第 1項若 しくは第 95条第 1項第
‐号に規定する刑が確定 したとき。

2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過 した日から支払いをする日までの日数に応 じ、

年 3パーセン トの割合で計算 した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。

(契約外の事項 )

第 24条  この契約に定めない事項又はこの契約の履行について、疑義又は紛議を生 じたときは、発注者受注者協議 して定めるものとする。

(秘密の保全 )

第 25条 受注者及び発注者は、この契約の履行に際 し、知得 した相手方の秘密を第二者に漏 らし、又は利用 してはならない。



以 上1契約を証するため、この証書 2通 を作成 し、発注者受注者各 1通 を保有する。

令和 6年 1月 24日

f): 所  東京都千代田区霞が関 2-1-3

名  支出負担行為担 当冨

海 l:保安庁総務部長 高杉 典弘

所

発注者

受注者

ｉ
ヽ

氏 名

住



ハ
■■ 和 5 年 度

航 契 第 23039号

物 品 売 買 契 約 書



1.契  約 物 品 ピトー静圧テスター 2個買入

2.契 約 金 額   金  円

(内   訳)別紙の とお り

C● (邦貨換算●円 ただ し、為替換算率

●円 (国内関連経費 )

取引に係 る消費税額及び地方消費税額

物 品 売 買 契 約 書

(支出官 レー ト:1ユーロ=000.00円 )

金  |]

内  訳

３

　

４

　

５

納 入 期 限

納 入 場 所

契 約 保 証 金

令和 9年 2月 26日 (た だ し、納人にあつては令和 8年度 とする。)

官の指定す る場所

免 除

L記物品の売買について、

支出負担行為担当官 海 L保安庁総務部長 高杉 典弘 を、発注者 とし、●● を受注者 1、 ●● を受注者 2と して、次の条件により売買契約

を締結する。

品    名 規   格 単 位 数  量 単  価 合  価 摘 要

別紙内訳の とお り



(総  則)

第 1条  受注者 1及び受注者 2は、頭書の契約物品 (以 ド「物品」という。)を納入期 |∫1(ま でに、納入場所に納人するものとし、発注者は、これに対

し、邦貨部分の代金及びを受注者 1に、外貨部分 (物品の [場出荷価格及び輸送費用)の代金を受注者 2に 支払 うものとする。

2 受注者 1及び受注者 2は、物品が本邦に到着するまで協力 してその責任を負 うものとし、物品の発注者への引渡は受注者 1が行 うものとする。

3 前項以外の責任は、受注者 1が負 うものとする。 ただし、危険負担については、第 18条によるものとする。

4 受注者 1は、契約後速やかに経費内訳明細書を発注者に提出するものとする.

5 受注者 1は、当該物品が本邦に到着するまでの こ程 Lの責任を負うものとする。

6 受注者 1は、危険負担を含む前項以外の責任を負 うものとする。

(規格等の解釈 )

第 2条 物品に関する仕様書等について疑義を生 じたときは、すべて発注者の解釈によるものとし、契約締結後に規格が変更された場合、その同 一性

が確認できるものについては、受注者 1又は受注者 2が提出す る物品製造者等の技術通報等により確認するもの とする.

(権利義務の譲渡等 )

第 3条 受注者 1は、発注者の書面による承認を得た場合を除くほか、次に掲げる行為をしてはならないものとする。

2 この契約の全部又は大部分の履行を第二者に委任すること。

3 この契約により生ずる権利若 しくは義務を第二者に譲渡 し、又は承継 させること。

(設備等の調査)

第 4条 発注者は、必要と認めるときは、職員を派遣 し、受注者 1の設備、物品の製造過程その他契約履行の状況を調査することができるものとする。

この場合において、受注者 1は、発注者又は当該職員の指示に従わなければならない。

(代理人等の変更)

第 5条 発注者は、受注者 1の代理人、使用人又は労務者の うち著 しく不適 当と認められ るものがあるときは、受注者 1に対 し、その事由を明示 して

その変更を求めることができる。



(物価変動等による契約金額の変更)

第 6条 物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変等により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至つた場合

は、発注者と受注者 1が協議 して、契約金額を変更することができるものとする。

2 契約上の外国為替換算率変更等による当該物品本体価格、運賃、外国諸掛、銀行保証料及び輸入税が変更されたときの実績額が当初契約の内訳

明細書と相違 した場合は、受注者 1はすみやかに、実績額報告書及び精算に必要な証拠書類 (INVOICE、 輸入許可通知書、債務保証料計算書又

はその他輸入に係る領収書等)を発注者に提出 し契約金額の変更を申し出なければならない。ただし、物品本体及び航空運賃の消費税及び地方消

費税の算出は、通関レー トをもって行 うものとする。

3 前項に基づき、契約金額を変更する場合は、発注者受注者 1が協議 してこれを予算の範囲内で行 うことができる。

(納 入期限の変更等 )

第 7条  発注者は、その都合により納入期限又は納入場所を変更す ることができるもの とする。

2 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、発注者 と受注者 1が協議 して、その金額を増減す るものとする.

(納人の通知及び検査 )

第 8条 受注者 1は、物品を納入するときは、納品 書をもってその旨を発注者に通知するものとする。ただ し、物品の納入場所が海 L保安庁の所在地

以外の場所 (以 下 「隔地」 とい う。)である場合は、 この限 りでない。

2 受注者 1は、前項ただ し書の場合においては、納入のため物品を隔地の納人場所に向けて発送 したときは、直ちに、その旨を納入場所の発注者

があらか じめ指定する職員その他の責任者に通知す るもの とする。

第 9条 発注者は、前条第 1項の納入の通知を受けたときは、納入場所において検査を行 うものとする。

2 受注者 1は、納入場所が隔地である場合は、原料又は材料の配合、物品の性能等について検査を必要とする場合その他特別の事情がある場合に

は、発注者があらかじめ指示するところに従い、物品の納入又は発送前その他適当な時期に検査申請書をもつて必要な検査を発注者に請求するも

のとし、発注者は、物品の所在地その他適もな場所で検査を行 うものとする。

3 発注者は、前項の検査をした物品については、第 1項の検査の 部́を省略することがあるものとする。

4 発注者は、第 1項及び第 2項の検査については、検査を行 うべきことを命 じた職員 (以 下「検査職員」という。)に より、納人の通知又は検査



の請求を受理 した [|(こ れ らの 日以降において受注者 1が検査をなすべき日を指定 したときは、その 日)か ら 10日 以内 (以 ド「検査期間」 と

い う。)に、仕様書等に指定 した方法その他発注者の適 当と認める方法によりこれを行 うものとす る。ただ し、天災地変その他やむを得ない事由

により検査をすることができない期間は、検査期間に算入 しないものとする。

5 発注者は、検査職 員を命 じたときは、その官職、氏名及び検査時期を受注者 1に通知するもの とする。

6 受注者 1は、第 2項の検査に立ち会 うものとする。 この場合において、受注者 1が 立ち会わない ときは、発注者は、単独で検査を行い、その結

果を受注者 1に通知するもの とし、受注者 1は、これに対 して不服を述べることができない。

7 受注者 1は、隔地の納入場所に物品が到着 した ときは、物品の数量及び運送によつて生 じた事故の有無について、納入場所における当該責任者

の証明を受け、これを発注者 に提出す るものとする。 この場合において、発注者は、受注者 1が物品到着後直ちに証明を受けることができるよ

うに措置をす るものとし、又この提出 した証明を認確することによって第 1項の検査に代えるもの とす る。

8 物品の検査場所への運搬その他検査に要す る費用及び検査のため通常生ずる変質、変形、消耗、破損等による損失は、受注者 1の負担 とする。

(引 渡物品の引渡 )

第 9条の 2 発注者 より受注者 1へ引渡す物品は、受注者 1か らの納入物品受領後、評価 当時の現状有姿の まま引渡場所において引渡す ものとし、受

注者 1は、直ちにこれを検査の うえ引き取るものとする。

2 前項の交換が終 了した後において、発注者の引渡物品にか しを発見 しても、受注者 1は、異論を申 し立てないもの とする。

(所有権の移転)

第 10条 物品の所有権は、次項の場合を除き、納入場所において、発注者が物品を合格品と認め数量の確認を終ったとき、受注者 1から発注者に移

るものとする。

2 隔地を納入場所とした物品の所有権は、納入場所において、前条第 7項の責任者が同項の証明のための調査を終 り、異状のないことを確認 した

ときから、合格物品についてのみ受注者 1から発注者に移るものとする。

3 物品の性質上必要な容器、包装等は、発注者の所得 とする。



(値引受領 )

第 11条  発注者は、物品に多少不備な点があっても、契約 した目的を達するうえに支障がない と認めるときは、契約金額を相 当額値引きして、これ

を受領することがあるもの とす る。

(代品納入 )

第 12条 受注者 1は、第 9条の規定による検査に合格 しない物品があるときは、直ちに、その代品を納入するものとする。

2 この契約の条項は、前項の代品の納入について準用す る。

(不合格品等の措置)

第 13条  受注者 1は、発注者か ら物品の不合格又は過納の通知を受けた ときは、遅滞なく不合格 又は過納の物品を引き取るものとする。

2 発注者は、前項の場合において、相当期間内に受注者 1が不合格又は過納の物品を引き取 らない ときは、受注者 1の負担において、当該物品を

他の場所に移 し、又は第 ■者に保管を委託することができる。

(代金の支払 )

第 14条 発注者は、受注者 1又 は受注者 2が物品の完納後提出する適法な支払請求書を受理 した日から30日 以内 (以 下「約定期間」という。)に 、

海 11保安庁において、その代金を受注者 1又 は受注者 2に 支払 うものとする。

2 発注者は、受注者 1又 は受注者 2から支払請求書を受理 した後、その請求書の内容の全部又は ‐
部が不当であることを発見したときは、その事

由を明小 して、これを受注者 1に返付するものとする。この場合においては、その請求書を返付 した日から発注者が受注者 1又 は受注者 2の是正

した支払請求書を受理 した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不当が受注者 1又は受注者 2の故意

又は重大な過失によるものであるときは、適法な支払請求書の提出がなかったものとし、受注者 1又は受注者 2の是正 した支払請求書を受理 した

日から約定期間を計算するものとする。

(遅延利息)

第 15条 発注者は、約定期間内に代金を支払わないときは、受注者 1に対 し、遅延利息を支払わなければならない。

2 遅延利息の額は、約定期間満 了の 日の翌 日か ら支払をする日までの 日数に応 じ、年 2 5パ ーセン トとする。ただ し、受注者 1が代金の受領を



遅滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかつた日数は、約定期間に算人せず又は遅延利息を支払 う日数に計算しないも

のとする。

3 前項の規定により計算 した遅延利息の額が 100円未満であるときは、遅延利息を支払 うことを要せず、その額に 100円未満の端数があると

きは、その端数を切り捨てるものとする。

4 発注者が検査期間内に検査を終了しないときは、検査期間満 Fの 日の翌日から検査を終 Fし た日までの「1数は、約定期間の日数から差し引くも

のとし、又検査の遅延 した日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満 Fし たものとみなし、発注者は、その超える日数に応 じ、前 3項

の例に準 じて計算 した金額を受注者 1に 支払 うものとする。

(前払金)

第 16条 削除

(前払金の保証 )

第 17条 削除

(契約の変更又は解除による前払金の返納 )

第 18条 削除

(連帯保証書の返還 )

第 19条 削除

(納入期限の延仲 )

第 20条 受注者 1は、納入期限 までに物品を納入す ることができない ときは、あらか じめ遅滞の理由及び納入可納期 日を明示 して、発注者に納入期

限の延仲の承認を求めなければな らない。

2 発注者は、前項の請求に対 し、支障がない と認めたときは、これを承認するものとする。ただ し、遅滞が天災地変その他受注者 1又は受注者 2

の責めに帰す ることのできない事由に基づ く場合のほか、受注者 1又は受注者 2か ら遅滞金を徴収す る。



(遅滞金 )

第 21条  前条第 2項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の納入期限満了の日の翌日から物品納入の日までの日数に応 じ、当該納入物品の契約金

額の年 3パーセン トに相当する金額とする。ただし、その総額が契約金額の 10分の 1を超える場合は、その超過額は遅滞金に算入しないも

のとする。

2 前項の遅滞日数の計算については、発注者が第 8条第 1項の納人の通知又は第 9条第 2項の検査の請求を受理 した日 (こ れらの日以後において

受注者 1が検査をなすべき 11を指定 したときはその日)の翌日から検査終 rの 日 (不合格品については、不合格通知の日)ま での日数は、これを

遅滞 日数に算入 しないものとする。

(危険負担 )

第 22条 物品の所有権が移転す る以前に生 じた物品の亡失、変質、変形、消耗、破損等による損失は、すべて受注者 1の負担 とする。ただし、発注

者の故意又は重大な過失による場合は、この限 りでない。

(契約不適合責任 )

第 23条 受注者 1は、物品の所有権移転後 1年 (物品が発注者の購入する航空機に装備されるべきものである場合は、物品の引渡 しの日から物品を

装備 した航空機を発注者が引渡しを受けた後 1年を経過する日まで間)以内に、その物品が種類、品質又は数量に関 して契約の内容に適合し

ないもの (以 下
「
契約不適合」という。)であることが発見されたときは、発注者 (航空機の配属先の管区本部長を含む。)の請求により、同

種の良品と引き換え、若しくは修理 (物品の引取 り、引渡期間を含め (30日 以内に修理完了するものに限る。)を し、又は発注者の算定した

時価相当額をもってその損失額を弁償するものとする。

2 前項の期間は、契約不適合が行政庁の検査を受検するとき以外に発見できないものであるときは、物品を装備 した航空機を発注者が引渡 しを受

けた後 1年以上 1年半を経過する Hま での範囲内において最初の検査終「
の時までとする。

(契約の解除 )

第 24条 下記各号の 一に該当するときは、発注者は、この契約の全部又は一部を解除することができる。

一 受注者 1又は受注者 2か ら解約の申出があったとき。

1 受注者 1が納入期限までに物品を納入しないとき又は納入期限までに物品を納入する見込みがないことが明らかなとき。



2

i 物品が不合格 となったとき。 (納入期限前に物品が不合格となり納人期限内に合格品の納入の見込みがない場合を含む。)

四 この契約の履行について、受注者 1又はその代理人若しくは使用人等に不正の行為があったとき又はこれ らの者が発注者の行 う調査若しくは

検査を妨げ、若しくは妨げようとしたとき。

F 受注者 1又は受注者 2が第 3条の規定に違反 したとき。

六 前各号のほか受注者 1が 又は受注者 2が、契約に違反 し、そのため発注者が契約の目的を達することができないとき。

七 受注者 1又は受注者 2が破産の宣告を受け、又は居所不明となったとき。

前項第
‐号から第六号までの場合において、受注者 1は違約金として、契約解除金額に対する 10分の 1に相当する金額を発注者に支払わなけ

ればならない。ただし、第 ・号から第二号の場合において、受注者 1の責に帰することのできない事山があるときは、この限 りではない。

受注者 1(受注者 1が 共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するとき

は、この契約を解除することができる。
‐ 役員等 (受注者 1が個人である場合にはその者を、受注者 1が 法人である場合にはその役員又はその支店若 しくは常時契約を締結する事務所

の代表者をい う。以 ドこの条において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成 3年法律第 77号。以下「暴力団対

策法」という。)第 2条第 6号に規定する暴力団員 (以 下 「暴力団員」という。)であると認められるとき。

■ 暴力団 (暴 力団対策法第 2条第 2号に規定する暴力団をい う。以 下同 じ。)又 は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

三 役員等が、自己、自社若 しくは第二者の不正の利益を図る日的又は第二者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴カト]員を利用するなど

したと認、められるとき。

四 役員等が、暴力団又は暴力団員に対 して資金等を供給 し、又は便宜を供 与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若

しくは関与 していると認められるとき。

F 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき

六 ド請契約その他の契約に当たり、その相手方が第
‐号から第 五号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結 したと認

められるとき

七 受注者 1が 、第一号から第五号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相 手方としていた場合 (第 六号に該当する場合を除

く。)に 、発注者が受注者 1に 対して当該契約の解除を求め、受注者 1が これに従わなかったとき。

前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者 1は、請負代金額の 10分の 1に相当する額を違約金として発注者の指定する

期間内に支払わなければならない。

4



第 25条 発注者は、前条に定める場合のほか、自己の都合により契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、受注者 1又は受

注者 2に損害が生 じ解約後 30日 以内に請求があるときは、発注者は、その損害を賠償するものとする。

2 前項の損害額は、発注者、受注者 1又は受注者 2が協議 して定めるものとする。

(相 殺等 )

第 26条 この契約により発注者が受注者 1又は受注者 2か ら取得すべき遅滞金、違約金等の金額がある場合において、発注者が当該金額 と相殺する

ことができる債務を受注者 1に対 し有するときは、これを相殺するもの とす る。

2 前項の規定により相殺を行って も、なお発注者において収得金がある場合又は発注者が遅滞金、違約金等を徴収する場合において、受注者 1又

は受注者 2が発注者の指定する相当の限期 までにこれ らの金額 を支払わない ときは、受注者 1又は受注者 2は、発注者に対 し、遅延利息を支払わ

なければならない。ただ し、当該収得金、遅滞金又は違約金が 1, 000円 未満の場合は、この限 りでない。

3 第 15条第 2項及び第 3項の規定は、前項の遅延利息について準用する。 この場合において、 1司 条第 2項中 「年 2.15パーセン ト」 とあるのは

「年 3パーセ ン ト」と、同項ただ し書中 「受注者 1又は受注者 2」 とあるのは、
「
発注者」と、第 3項中 「100円 」とあるのは

「1円 」と読み林

えるもの とする。

(談合等不正行為があった場合の違約金等 )

第 27条  受注者 1が 、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者 1は 、発注者の請求に基づき、契約金額 (こ の契約締結後、契約金額の

変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10分の 1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
‐ この契約に関 し、受注者 1が私的独占の禁止及び公 ll:取 引の確保に関する法律 (昭和 22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第 3

条の規定に違反 し、又は受注者 1が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8条第 1号の規定に違反 したことにより、公正取引委員会が受

注者 1に対 し、独占禁止法第 7条の 2第 1項 (独 占禁 IL法第 8条の 3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令 (以 下
「
納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき (確定 した当該納付命令が独占禁止法第 63条第 2項の規定により取り消された場

合を含む。)

■ 納付命令又は独占禁止法第 7条若 しくは第 8条の 2の規定に基づく排除措置命令 (こ れらの命令が受注者 1又は受注者 1が構成事業者である

事業者I]体 (以 ド「受注者 1等」とい う。に対して行われたときは、受注者 1等に対する命令で確定 したものをいい、受注者 1等に対して行わ

れていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、



独 占禁止法第 3条又は第 8条第 1号の規定に違反する行為の実行 としての事業活動があったとされた とき。

こ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者 1等 に独 占禁止法第 3条又は第 8条第 1))の規定に違反する行為があったとされた

期間及び当該違反する行為の対象 となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間 (こ れ らの命令に係 る事件について、公正取

引委員会が受注者 1に対 して納付命令を行い、これが確定 した ときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実

行期間を除 く。)に人札 (見積書の提出を含む。)が行われた ものであ り、かつ、当該取引分野に該 当す るものであるとき。

四 この契約に関 し、受注者 1(法人にあつては、その役員又は使用人を含む。)の刑法 (明 治 40年法律第 45号)第 96条の 6又は独占禁 1卜 法第

89条第 1項若 しくは第 95条第 1項第 1号に規定する刑が確定 した とき。

受注者 1が 前項の違約金を発注者の指定す る期間内に支払わないときは、受注者 1は 、当該期間を経過 した 日から支払いをする日までの |1数に

応 じ、年 3パーセン トの割 合で計算 した額の遅延利息を発「L者 に支払わなければな らない。

(秘密の保全)

第 28条 発注者受注者 1及び受注者 2は、この契約の履行に際 し知得 した相 手方の秘密を第二者に漏らし又は利用 してはならない。

(裁 判管轄 )

第 29条 本契約に関する訴えの管轄は、海 上保安庁所在地を管轄 |ズ域 とする東京地方裁判所とする。

(準拠法)

第 30条 本契約から生じる全ての問題は、日本の法律によるものとする。

(契約外の事項 )

第 31条 この契約に定めない事項又はこの契約の履行について、疑義又は紛議を生じたときは、発注者と受注者 1及び受注者 2が協議して定めるも

のとする。

(特約事項 )

第 32条 本契約の詳細については別紙特約条項による

ワ
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令和 6年 1月 24日

所   東京都 千代田区霞が関2-1-3
発注者

住

　

　

氏 名

受注者 1

受注者 2

住    所

氏    名

住   所

氏    名

以上契約を証す るため、この証書 2通 を作成 し、発注者受注者 1各 1通 を保有す る。

支出負担行為担 当官

海上保安庁総務部長 高杉 典弘



発注者及び受注者 1は、基本契約第 6条第 2項に関する、受注者 1が発注者に提出する実績額に係る証拠書類の信頼性確保について、次の特約条項

を定める。

(輸入品の外貨額確認 )

第 1条 輸人品の外貨額の確認は、外国製造業者が発行 した送り状 (いわゆる
「
インボイス」以 下同 じ。)の原本によることを原則とし、受注者 1は

発注者に対し、送り状の原本を入手後速やかに提示 しなければならない。ただ し、外国製造業者が発行 した送り状の原本を提示できない場合は、そ

の理由書及び受注者 1に よる送り状の内容の妥当性を当該外国製造業者が証明 した資料の提出をもって代えるものとする。

2 調達物品が受注者 1(受注者 1の外国に所在する関連会社を含む。)と 外国販売業者との取引により調達せざるを得ない場合は、当該外国販売業

者が発行 した送り状の原本についてもこれを認めるものとし、受注者 1は発注者に対し、送り状の原本を人手後速やかに提示しなければならない。

ただ し、この場合は、外国製造業者から直接に調達できないことの理由書及びその妥当性を証明 した資料を提出するものとする。

3 調達物品が中古品の場合は、第 1項の外国製造業者を外国の仕入先と読み替えるものとする。

(送 り状の原本等の取扱い)

第 2条 発注者は、前条において提示された送 り状の原本について、速やかに確認 し、複写した後に、受注者 1に返却するものとする。

2 受注者 1は、前項に規定する送 り状の原本の発行者に対し、当該送り状の原本等を発注者に提示あるいは提出する旨、あらかじめ了承を得るも

のとする。

3 受注者 1は、発注者が必要と認めた場合、送 り状の原本等について、発注者が受注者 1の「 承を得ることなく送 り状の原本の発行者に問い合わ

せることを了承するものとする。

(調査等 )

第 3条 発注者は、契約物品について、その原価を確認する必要がある場合又は損害賠償金等の算定にあたり適正を期する必要がある場合は、これら

の事項を明らかにする受注者 1の帳簿、書類を調査 し、受注者 1に 参考となるべき報告若 しくは資料の提出を求め又は受注者 1の管理する倉庫、

営業所その他の場所に立ち人 り調査することができる。

輸人品の売買契約に係る証拠書類の信頼性確保に関する特約条項



2 発注者は、この契約に基づいて生 じた違約金等の金銭債権の保全上、必要がある場合は、受注者 1に、その業務又は資産の状況について質問 し、

帳簿、書類その他の物件 を調査 し、又は参考となるべき報告若 しくは資料の提出を求めることができる。

3 受注者 1は、前各項に規定す る調査に協力するものとする。

(虚偽の資料提出に対する違約金 )

第 4条 受注者 1は、発注者が当該売買契約書に基づいて行 う代金の精算等に際 して、虚偽の証拠書類を提出 し、又は提示 したことを発注者がこの契

約履行後に確認 した ときは、契約金額 と受注者 1が契約履行のために適正に支出 し、又は負担 した費用に適正利益を加えた金額 との差額の 2倍の額

を違約金 として発注者に支払わなければな らない。ただ し、受注者 1が過失により不実の証拠書類を提出 し、又は提示 したときは、この限 りでない。

2 前項の違約金の支払いは、損害賠償義務 又は不当利得返還義務の存否及び範囲に影響を及ぼさない。



特定費 目の代金の確定に関す る特約条項

第 1条 発注者及び受注者は、特定費 [1の 代金の確定に関 し、次の特約条項を定める。

(特 定費目の代金の確定)

第 2条 受注者に支払われる代金のうち別紙の要確定費‖金額表に掲げる費日 (以 ド「特定費 H」 とい う。)に係るものは、この特約条項の定めると

ころに従い、確定するものとする。

2 特定費目の各費日の金額、その他必要な事項は、要確定費目金額表に定めるところによる。

(代金の確定 )

第 3条 受注者がこの契約の履行のために支出 し、又は負担 した特定費 日 (外貨建費日)に係 る費用の金額 (以 ド「実績客;頁 」 とい う。)の各費日の金

額が、特定費目 (外 貨建費 目)の各費 日の金額に達 しない場合は実績額をもって、これに等 しい場合は当該特定費 [1の 各費 日の金額をもって、

代金 として確定 し、これをこえる場合は超 える部分の実績額について、為替差損を受注者の負担 としないことを基本 として、発注者・受注者協

議 し、原則 として契約金額の範囲内において措置するもの とする。

2 前項に定める発注者及び受注者が協議において協議が整わない ときは、発注者が適 当と認 める金額 をもって受注者に支払われる代金として

確定する。

3 発注者及び受注者は、第 1項の規定により契約金額か ら減額 し、又は契約金額に加算 した金額をもって代金を確定す る場合は契約金額を当

該金額に変更する措置をとるもの とし、契約金額 をもって代金を確定す る場合は契約金額に増減のない旨を確認する措置をとるもの とする。

(実績額の報告)

第 4条 受注者は、実績額の全部が確定した場合は、できるだけ速やかに実績額報告書を作成 し、別紙に掲げる実績額を証する書類を添えて発注者に

提出 しなければならない。

(要確定費日金額表の変更)

第 5条 特定費目又は特定費日の各費目の金額その他要確定費日金額表に定めるところを変更するため協議することができる。



別紙

要 確 定 費 目 金 額 表

F&O(外 貨表示 )

同上 (邦 貨表示 )

●

3 C&「 価格 (外 貨表示 )

同上 (邦 貨表示 )

●

4 契約時 レー ト (支出官 レー ト)

000. 00円 /C

注 該当 しない項 日及び字句は抹消す ること。

り

一

FOB(外 貨表示 )

●



別紙

実績額を証する書類

C&F価 格等

外国製造業者 (外国製造業者が自ら販売 しないで、外国販売業者を通 じて販売する場合は、その外国販売会社)及び外国輸入業者の送り状 (指名

競争による場合はこれに準ずるもの。)並びに船会社、航空会社又はこれらの代理店の発行する運賃を記載 した船荷証券又は航空貨物運送状

2 機能及び寸法検査費用 (再梱包費を含む。)

検査実施業者の実際 [数及び加]:費率を明記 した支払請求書又は領収書並びに||‖包業者の支払請求書又は領収書

3 関税その他租税

関税の領収書及びその他の租税の領収書

4 為替相場

外国為替公認銀行が対外支払勘定の円貨による決済金額請求の際発行する計算書類

5 その他発注者が必要と認める書類



仕様書

1 総則

本仕様書は、海上保安庁 (以下「当庁」)と いう)が調達する、エアバス・

ヘ リコプターズ式 EC225LP型回転翼航空機に使用する整備用器具について

適用する。

2 件名

ピ トー静圧テスター 2個買入

3 品目及び数量

別紙のとお り

4 仕様

(1)寸法及び重量

全長 0.4m以 下

全幅 0.6m以 下

全高 0.5m以 下

重量 20 kg以下

(2)性能

航空機検査業務サーキュラー集 No.3-010「 高度計及び静圧系統の規格

及び点検について」に記載の検査に使用できる性能を有すること。

(3)精度

以下の作動範囲及び精度を満たすこと。

作動範囲 精度

高度 -2,000～ 25,000ft ±:3ftOsealevel

±17ft025,000ft

速度 20へ 2́00kts 」:0.6kts@50kts

昇降率 o=L6,000ft/mln ±2%

5 検査

納入にあたつては、当庁検査職員の検査を受けること。

6 納入場所

官の指定する場所

(1/2〉



7 納入期限

令和 9年 2月 26日

ただし、納入については、令和 8年度 とする。

8 納入する物品の仕様確認

納入する物品の品目等については、「仕様確認申請書」 (海上保安庁HP

掲載様式)を提出し、装備技術部航空機課長の確認を受け、支出負担行為

担当官の承認を得たものとする。

9 支払い条件等

(1)納 入完了後一括払い。

(2)外 貨分を円建て換算する経費、関税その他特に必要と認められる経費に

ついては、支払い前に実績額及び為替 レー トによる精算を行 うので、受

注者は速やかに証拠書類を添付 した実績額報告を担当職員へ提出する。

但 し、輸入に関わる費用について、通関は原則、初回 1回分とする。

10その他

(1)納入における輸送等については受注者の負担にて行 うこと。

(2)物品は全て新品とし、製造会社の品質保証書を添付すること。

(3)規格番号が変更された場合は、技術通報等に基づき互換性がある同等品

であることを確認 し必要書類を提出すること。

(4)本仕様書に定めがない事項及び本仕様書に疑義が生 じた場合は、当庁担

当職員と協議 しその指示に従 うこと。

(5)エアバス・ヘ リコプターズ式 EC225LP型回転翼航空機用ピ トー静圧アダ

プターに、接続可能なホースフィッテ ィングを装備すること。

〈2/2〉



別 紙

番 号 品  日 規  格 単 位 数  量

納入場所

合  価 備 考

官
の

“
う

ア日
定
す
る
場
所

官
の

指
定
す
る

場
所

1 ビトー静圧テスター 仕様書のとおり 個 2 1 1

以 下余白

1エアバス・ヘ リコプター ズ式EC225LP型
「

1転翼航空機の普通整備に使用する整備用器具である。

2規格番号が変更された場合は、技術通報等に基づき[換性がある同等品であることを確認 し必要書類を提出すること。

3整備用器具はすべて新規製造品とし、製造会社の品質保証書を添付すること。

単  価



仕様確認申請書

年  月  日

海上保安庁 ○○部 ○○課長 経由
支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長  殿

貴庁が公示 した入札公告 「  件名

必要な資料を添えて申請 します。

(競争参加者の)

住  所

商号又は名称

代表者名

」について、カタログ等物品の仕様確認に

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。
(連絡先は 2以上記載すること)

・氏名):

，

一
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※欄は、海上保安庁で使用するので記入しないで下さい。

最終判定

△
ロ

※

否


